
様式第２号（第４条関係） 

大野城市安全安心まちづくり推進事業所活動内容書 

   年   月   日 

大野城市長 様 

所在地                     

事業所名                    

代表者氏名                   

登録番号       号※既登録事業所のみ記入 

大野城市安全安心まちづくり推進事業所登録制度実施要綱第４条第１項の規定に

基づき提出します。なお、下記の□に✓した活動について取り組みます。 

【共通】 

１ 安全安心まちづくり（防犯、防災・防火、暴力団排除、交通安全）活動の推進 

□ ①地域の活動団体等と連携し、積極的に安全安心まちづくりに関する街頭啓発活動を行います。 

□ ②市や関係団体（機関）等が実施する安全安心まちづくりに関するイベントや研修会等に参加します。 

□ ③従業員向けの安全安心まちづくりに関する研修を定期的に実施します。 

□ ④事業所周辺を見回り・点検し、危険箇所対策を行います。 

□ ⑤地域の祭り等、不特定多数が集まるイベントにおいて安全安心まちづくりに関する啓発を行います。 

２ 安全安心まちづくり（防犯、防災・防火、暴力団排除、交通安全）活動の支援 

□ ①安全安心まちづくり活動の活動資器材を提供します。 

□ ②安全安心まちづくり活動の資材置き場、集合場所等を提供します。 

□ ③自社の専門的知識・技術を活かし、地域住民を対象とした安全安心まちづくりに関する講習会等を開催します。 

３ 顧客に対する情報提供、啓発活動 

□ ①自社製品（商品、買い物袋等）や印刷物、封筒等に安全安心まちづくりに関するスローガン等を掲載します。 

□ ②来店客に対し、安全安心まちづくり情報の店内掲示や店内放送を活用した啓発を行います。 

□ ③広告やホームページなどによる安全安心まちづくりに関する啓発や情報の提供を行います。 

□ ④店舗内に防犯・防災用品等の安全安心まちづくりに関するグッズコーナーを設けます。（販売目的可） 

～裏面に続きます～ 



【防犯編】 

１ 地域防犯活動の推進 

□ ①社用車に「防犯パトロール中」等のマグネットシートを貼り付けるなど、パトロールを兼ねた営業等を行います。

□ ②パトロール隊を結成し、「青パト（※１）」や徒歩による自主的なパトロールを行います。 

□ ③地域の活動団体と連携・協力し、パトロール等を行います。 

□ ④子どもの駆け込み場所として「子ども 110 番」の看板を掲示します。 

□ ⑤子どもの登下校時に、戸外であいさつ、声かけ等の見守り活動を行います。 

□ ⑥事業所周辺の住民にあいさつ、声かけを行います。 

□ ⑦「割れ窓理論」実践運動（落書き消し、地域清掃活動等）に取り組みます。 

２ 従業員の防犯意識の向上、防犯教育 

□ ①防犯責任者を選任します。 

□ ②従業員に対し、「防災メール・まもるくん(※２)」の登録を呼びかけます。 

３ 事業所における防犯環境の整備 

□ ①「福岡県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に基づき、店内外に防犯カメラの設置を行います。 

□ ②敷地内屋外各部及び建物内の視線を遮る物品等を除去し、見通しを確保します。 

□ ③敷地内の配置及び動線計画等を防犯に配慮したものとし、必要に応じて防犯設備等を設置します。 

□ ④窓、扉等、部材や設備等を強化するとともに、高額商品には盗難防止タグ設置の措置等を行います。 

※１：自主防犯パトロールに使用される車両の通称。 

※２：災害時や犯罪・不審者に関する情報等をメールで通知する福岡県のメール配信システム。 

【防災・防火編】 

１ 従業員の防災・防火意識の向上、防災・防火教育 

□ ①灰皿のある場所で喫煙すること、吸い殻は必ず水につけてから捨てることを徹底します。 

□ ②タコ足配線の禁止を徹底します。 

□ ③火をつけたらその場を離れないことを徹底します。 

□ ④オフィス家具の天板上に物を置かないことを徹底します。 

□ ⑤机の下に物を置かないことを徹底します。 

２ 事業所における防災・防火環境の整備 

□ ①人目につかない場所（階段踊り場、非常階段、廊下等）に可燃物を放置しないことを徹底します。 

□ ②上記場所について、巡回の実施や監視カメラの設置など、監視体制を強化します。 

□ ③可燃物を収納している物置、倉庫や未使用の部屋は、窓を閉めて施錠管理します。 

□ ④ロッカーやオフィス家具類の転倒防止のため、壁、床に固定します。 

□ ⑤ガラスには飛散防止のフィルムを貼り、ガラス窓の前に倒れやすいものを置かないことを徹底します。 

□ ⑥大規模災害時に備えて、懐中電灯、携帯ラジオ、食糧などの備蓄品を用意し、すぐに取り出せる場所に保管します。



【暴力団排除編】 

１ 事業所における暴力団排除体制の構築 

□ ①「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした職場を構築します。 

□ ②従業員が暴力団等からアプローチを受けた場合に、気軽に報告できる雰囲気作りを行います。 

□ ③対応責任者、補助者等を選任し、対応マニュアル、通報手順等を定めます。 

□ ④対応する部屋を決めておき、録音、撮影機器等を準備しておきます。 

□ ⑤暴力団排除に関するポスターや責任者講習受講終了書等を掲げます。 

□ ⑥暴力団等反社会的勢力とは取引しない等の暴力団排除条項を契約書や約款等に導入します。 

□ ⑦警察や暴力追放運動推進センター、弁護士等との連携を保ち、事案発生時の担当窓口を設けます。 

□ ⑧暴力団犯罪や活動実態等の情報を知ったときは、市や関係団体（機関）に提供します。 

□ ⑨福岡県暴力団排除条例第１５条(※)の規定を遵守し、暴力団員等に対しての利益供与は行いません。 

□ ⑩福岡県暴力団排除条例第１６条(※)の規定を遵守し、暴力団の威力は利用しません。 

【交通安全編】 

１ 地域交通安全活動の推進 

□ ①飲酒運転撲滅宣言企業として登録（福岡県の制度）し、飲酒運転撲滅に関する活動を積極的に行います。 

□ ②子どもの登下校時に、交通誘導を行います。 

２ 従業員の交通安全意識の向上、交通安全教育 

□ ①交通安全責任者を選任します。 

□ ②社用車に「安全運転宣言者」等のマグネットシートを貼り付け、営業等を行います。 

□ ③全ての座席におけるシートベルトやチャイルドシートの正しい着用を徹底します。 

□ ④運転中の携帯電話等の使用禁止を徹底します。 

□ ⑤従業員に対し、交通事故の発生状況、事故防止対策等を情報提供します。 

□ ⑥社用車等の運転前にはアルコール検知器による呼気検査を徹底します。 

□ ⑦夕暮れ時における早めのライト点灯の指導を徹底します。 

□ ⑧迷惑駐車、自転車の路上放置の禁止を徹底します。 

□ ⑨自転車利用時における通行ルールの遵守（傘さし運転、イヤホン等の使用禁止）を徹底します。 

□ ⑩子どもや高齢者への「思いやり運転」の推進に取り組みます。 

□ ⑪歩行中や自転車乗車中の事故防止のため、反射材の着用推進に取り組みます。 

□ ⑫従業員等に対し、自転車の点検整備と自転車損害倍賞保険への加入を奨励します。 

【その他】 

１ その他独自の活動 ※種別に〇を付け、活動内容を記載してください。 

種 別 活 動 内 容 

①
防犯  、 交通安全  

防災・防火  、 暴排 

②
防犯  、 交通安全  

防災・防火  、 暴排 


